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青
森
県
告
示
第
九
百
五
十
号

公
有
水
面
埋
立
法

(

大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十

一
年
十
月
九
日
免
許
し
た
公
有
水
面
の
埋
立
て
に
つ
い
て
、
同
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
平
成
二
十
三
年
十
二
月
十
五
日
次
の
と
お
り
埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
し
ゅ
ん
功
の
認
可
を
し

た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

な
お
、
免
許
等
の
関
係
図
書
の
写
し
は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
を
経
過
す
る
日
ま

で
五
所
川
原
市
役
所
に
備
え
置
い
て
閲
覧
に
供
さ
れ
る
。

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

認
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

１

認
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県

２

代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
知
事

三
村
申
吾

二

埋
立
区
域

１

位
置

五
所
川
原
市
十
三
羽
黒
崎
一
三
五
の
地
先
公
有
水
面

２

区
域

次
の
①
の
地
点
か
ら
⑥
の
地
点
ま
で
を
順
次
直
線
で
結
ん
だ
線
及
び
①
の
地
点
と
⑥
の
地
点

を
直
線
で
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

①
の
地
点

北
緯

四
一
度
〇
二
分
一
三
秒
八
六
八
五

東
経

一
四
〇
度
一
九
分
四
四
秒
六
三
三
九

②
の
地
点

北
緯

四
一
度
〇
二
分
一
三
秒
八
三
一
五

東
経

一
四
〇
度
一
九
分
四
四
秒
六
七
五
六

③
の
地
点

北
緯

四
一
度
〇
二
分
一
三
秒
八
二
〇
六

東
経

一
四
〇
度
一
九
分
四
四
秒
六
五
八
六

④
の
地
点

北
緯

四
一
度
〇
二
分
一
二
秒
〇
〇
〇
四

東
経

一
四
〇
度
一
九
分
四
六
秒
七
〇
五
〇

⑤
の
地
点

北
緯

四
一
度
〇
二
分
一
一
秒
八
二
四
一

東
経

一
四
〇
度
一
九
分
四
六
秒
四
三
一
四

⑥
の
地
点

北
緯

四
一
度
〇
二
分
一
三
秒
六
八
一
三

東
経

一
四
〇
度
一
九
分
四
四
秒
三
四
三
四

３

面
積

六
三
二
・
〇
七
平
方
メ
ー
ト
ル

公

告

青
森
県
の
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
計
画
の
変
更
の
公
表

海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律

(

平
成
八
年
法
律
第
七
十
七
号)

第
四
条
第
七

項
の
規
定
に
よ
り
、
青
森
県
の
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
計
画

(

平
成
二
十
二
年

十
二
月
二
十
七
日
公
表)

の
全
部
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報平成23年12月26日 月曜日 第3481号 �

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

(

名
称)

区

域

区

分

下
北
郡
東
通
村
大
字
白
糠
字
浜
通
四
〇

伊
勢
田

賢
太
郎

下
北
郡
東
通
村
大
字
白
糠
字
鳥
ノ
沢
三
の
二

伊
勢
田

啓
吉

白
糠
区
域
及
び
小

田
野
沢
区
域

白
糠
漁
業
協
同

組
合
の
地
区
及

び
小
田
野
沢
漁

業
協
同
組
合
の

地
区
う
ち
甲
の
地
区

白
糠
漁
業
協

同
組
合
の
区
域

総
ト
ン
数
四
ト
ン

以
上
五
ト
ン
未
満

の
漁
船
に
よ
り
行

う
漁
業
で
あ
っ
て
、

い
か
つ
り
漁
業
と

こ
う
な
ご
棒
受
網

漁
業
を
併
せ
営
む

漁
業
で
あ
っ
て
甲

の
地
区
の
者
が
行

う
漁
業

� �
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1

青
森
県
の
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
計
画

第
１
 
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
方
針

１
 
本
県
の
水
産
業
は
、
平
成
２
１
年
に
お
い
て
、
生
産
量
が
２
６
万
ト
ン
で
全
国
第
４
位
、
生
産
額
が

５
３
１
億
円
で
全
国
第
７
位
と
全
国
で
も
有
数
の
漁
獲
実
績
を
誇
っ
て
お
り
、
漁
業
就
業
者
数
は
平
成

２
０
年
現
在
に
お
い
て
１
万
１
千
人
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
遠
洋
漁
業
及
び
沖
合
漁
業
の
基
地
と
し

て
発
展
し
て
き
た
八
戸
市
を
中
心
と
し
て
水
産
加
工
業
の
生
産
も
盛
ん
で
あ
り
、
特
に
沿
岸
域
に
お
い

て
水
産
業
は
中
核
的
な
産
業
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
水
産
業
は
本
県
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
産
業
で
あ
り
、
今
後
と
も
水
産
業
の
発
展

を
図
っ
て
い
く
た
め
に
は
海
洋
生
物
資
源
を
適
切
に
管
理
し
、
合
理
的
に
利
用
し
て
い
く
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。

２
 
本
県
は
、
太
平
洋
、
津
軽
海
峡
及
び
日
本
海
海
域
に
三
方
を
囲
ま
れ
る
と
と
も
に
、
大
型
内
湾
で
あ

る
陸
奥
湾
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
我
が
国
有
数
の
好
漁
場
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
わ
が
国
周
辺
水
域
に
お
け
る
海
洋
生
物
資
源
の
多
く
が
低
水
準
、
減
少
傾
向
に
あ

り
、
本
県
海
域
に
お
い
て
も
低
水
準
、
減
少
傾
向
に
あ
る
海
洋
生
物
資
源
が
多
く
な
っ
て
き
て
い
る
。

今
後
と
も
こ
の
よ
う
な
状
況
が
継
続
す
れ
ば
県
民
、国
民
の
ニ
ー
ズ
へ
の
的
確
な
対
応
の
み
な
ら
ず
、

地
域
経
済
の
発
展
へ
の
重
大
な
支
障
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

３
 
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
県
と
し
て
は
従
来
か
ら
漁
業
の
管
理
、
資
源
管
理
型
漁
業
の
推
進
等
種
々

の
保
存
管
理
措
置
を
講
じ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
の
結
果
、
県
の
魚
ひ
ら
め
の
資
源
が
着
実
に
増

加
し
て
い
る
な
ど
、
地
先
の
資
源
を
主
体
と
し
て
多
く
の
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
が
図
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
が
、
よ
り
一
層
の
適
切
な
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
よ
り
水
産

物
の
生
産
を
更
に
安
定
的
で
持
続
的
な
も
の
と
す
る
た
め
、
国
の
基
本
計
画
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
漁
獲

可
能
量
及
び
漁
獲
努
力
可
能
量
の
本
県
の
数
量
に
つ
い
て
、適
切
な
管
理
措
置
を
講
じ
る
こ
と
と
す
る
。

４
 
漁
獲
可
能
量
制
度
及
び
漁
獲
努
力
可
能
量
制
度
を
適
切
に
管
理
し
、
必
要
に
応
じ
て
漁
業
者
等
の
指

導
又
は
採
捕
の
数
量
の
公
表
等
実
効
措
置
を
講
じ
る
た
め
、
他
道
県
入
漁
船
を
含
め
第
１
種
特
定
海
洋

生
物
資
源
及
び
第
２
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
の
採
捕
実
績
の
的
確
な
把
握
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。

５
 
ま
た
、
漁
獲
可
能
量
及
び
漁
獲
努
力
可
能
量
に
つ
い
て
本
県
に
定
め
ら
れ
た
数
量
に
係
る
管
理
を
適

切
に
行
っ
て
い
く
た
め
に
は
、
こ
れ
ら
海
洋
生
物
資
源
の
分
布
、
回
遊
状
況
、
資
源
の
内
容
、
当
該
資

源
を
取
り
巻
く
環
境
等
に
つ
い
て
の
よ
り
詳
細
な
科
学
的
デ
ー
タ
又
は
知
見
が
必
要
で
あ
る
た
め
、
当

該
デ
ー
タ
の
蓄
積
又
は
知
見
の
進
展
を
図
る
た
め
、
地
方
独
立
行
政
法
人
青
森
県
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー

水
産
総
合
研
究
所
を
中
心
と
し
、
国
又
は
関
係
都
道
府
県
と
の
連
携
の
下
、
資
源
調
査
体
制
の
充
実
強

化
を
図
る
こ
と
と
す
る
。

６
 
第
１
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
及
び
第
２
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
以
外
の
海
洋
生
物
資
源
に
つ
い
て
も
、

引
き
続
き
資
源
管
理
を
推
進
す
る
よ
う
、
従
来
か
ら
の
資
源
管
理
型
漁
業
を
推
進
し
て
い
く
こ
と
と
す

る
。

2

７
 
本
県
に
お
け
る
漁
獲
可
能
量
制
度
及
び
漁
獲
努
力
可
能
量
制
度
に
つ
い
て
は
、
関
係
漁
業
者
の
意
見

を
十
分
に
尊
重
し
、
ま
た
、
他
道
県
入
漁
者
の
採
捕
実
績
に
妥
当
な
配
慮
を
払
う
も
の
と
す
る
。

第
２
 
第
１
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
ご
と
の
漁
獲
可
能
量
に
つ
い
て
本
県
に
定
め
ら
れ
た
数
量
に
関
す
る
事

項
 
１
 
第
１
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
の
平
成
２
３
年
の
知
事
管
理
量
は
、
次
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

 
第
１
種
特
定
 

海
洋
生
物
資
源
 

管
理
の
対
象
と
な
る
期
間
 

知
事
管
理
量
 

す
け
と
う
だ
ら
 

平
成
２
３
年
４
月
～
平
成
２
４
年
３
月
 

若
干
 

ま
あ
じ
 

平
成
２
３
年
１
月
～
１
２
月
 

若
干
 

ま
い
わ
し
 

平
成
２
３
年
１
月
～
１
２
月
 

若
干
 

ま
さ
ば
及
び
ご
ま
さ
ば

平
成
２
３
年
７
月
～
平
成
２
４
年
６
月
 

若
干
 

す
る
め
い
か
 

平
成
２
３
年
１
月
～
１
２
月
 

若
干
 

  
２
 
第
１
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
の
平
成
２
４
年
の
知
事
管
理
量
は
、
次
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
１
種
特
定
 

海
洋
生
物
資
源
 

管
理
の
対
象
と
な
る
期
間
 

知
事
管
理
量
 

す
け
と
う
だ
ら
 

平
成
２
４
年
４
月
～
平
成
２
５
年
３
月
 

 

ま
あ
じ
 

平
成
２
４
年
１
月
～
１
２
月
 

若
干
 

ま
い
わ
し
 

平
成
２
４
年
１
月
～
１
２
月
 

若
干
 

ま
さ
ば
及
び
ご
ま
さ
ば

平
成
２
４
年
７
月
～
平
成
２
５
年
６
月
 

 

す
る
め
い
か
 

平
成
２
４
年
１
月
～
１
２
月
 

若
干
 

（
注
）
平
成
２
４
年
の
す
け
と
う
だ
ら
、
ま
さ
ば
及
び
ご
ま
さ
ば
の
知
事
管
理
量
に
つ
い
て
は
、
管
理
の
対
 

象
と
な
る
期
間
が
開
始
す
る
前
ま
で
に
設
定
す
る
。
 

 第
３
 
第
１
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
知
事
管
理
量
に
関
し
実
施
す
べ
き
施
策
に
関
す
る
事
項

 
【
す
け
と
う
だ
ら
】

小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
及
び
さ
し
網
漁
業
に
つ
い
て
は
、
現
状
の
漁
獲
努
力
量
を
増
加
さ
せ
る
こ
と

が
な
い
よ
う
許
可
隻
数
に
つ
い
て
は
現
状
ど
お
り
と
し
て
、
従
来
の
操
業
規
制
と
同
様
の
規
制
に
基
づ
い

て
操
業
す
る
こ
と
と
し
、
こ
の
結
果
、
漁
獲
実
績
が
前
年
の
漁
獲
実
績
程
度
と
な
る
よ
う
努
め
る
も
の
と

す
る
。

 
 
ま
た
、
規
則
に
基
づ
き
漁
獲
実
績
の
報
告
を
求
め
る
こ
と
と
す
る
。
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【
ま
あ
じ
】

定
置
網
漁
業
（
底
建
網
を
含
む
。）
に
つ
い
て
は
、
現
状
の
漁
獲
努
力
量
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
が
な
い
よ

う
免
許
統
数
等
に
つ
い
て
は
現
状
ど
お
り
と
し
て
、
従
来
の
操
業
規
制
と
同
様
の
規
制
に
基
づ
い
て
操
業

す
る
こ
と
と
し
、
こ
の
結
果
、
漁
獲
実
績
が
前
年
の
漁
獲
実
績
程
度
と
な
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

 
 
ま
た
、
規
則
に
基
づ
き
漁
獲
実
績
の
報
告
を
求
め
る
こ
と
と
す
る
。

 
【
ま
い
わ
し
】

定
置
網
漁
業
（
底
建
網
を
含
む
。）
に
つ
い
て
は
、
現
状
の
漁
獲
努
力
量
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
が
な
い
よ

う
免
許
統
数
等
に
つ
い
て
は
現
状
ど
お
り
と
し
て
、
従
来
の
操
業
規
制
と
同
様
の
規
制
に
基
づ
い
て
操
業

す
る
こ
と
と
し
、
こ
の
結
果
、
漁
獲
実
績
が
前
年
の
漁
獲
実
績
程
度
と
な
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

 
 
ま
た
、
規
則
に
基
づ
き
漁
獲
実
績
の
報
告
を
求
め
る
こ
と
と
す
る
。

【
ま
さ
ば
及
び
ご
ま
さ
ば
】

定
置
網
漁
業
（
底
建
網
を
含
む
。）
に
つ
い
て
は
、
現
状
の
漁
獲
努
力
量
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
が
な
い
よ

う
免
許
統
数
等
に
つ
い
て
は
現
状
ど
お
り
と
し
て
、
従
来
の
操
業
規
制
と
同
様
の
規
制
に
基
づ
い
て
操
業

す
る
こ
と
と
し
、
こ
の
結
果
、
漁
獲
実
績
が
前
年
の
漁
獲
実
績
程
度
と
な
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

 
 
ま
た
、
規
則
に
基
づ
き
漁
獲
実
績
の
報
告
を
求
め
る
こ
と
と
す
る
。

 
【
す
る
め
い
か
】

定
置
網
漁
業
（
底
建
網
を
含
む
。）
に
つ
い
て
は
、
現
状
の
漁
獲
努
力
量
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
が
な
い
よ

う
免
許
統
数
等
に
つ
い
て
は
現
状
ど
お
り
と
し
て
、
従
来
の
操
業
規
制
と
同
様
の
規
制
に
基
づ
い
て
操
業

す
る
こ
と
と
し
、
こ
の
結
果
、
漁
獲
実
績
が
前
年
の
漁
獲
実
績
程
度
と
な
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

ま
た
、
総
ト
ン
数
５
ト
ン
未
満
の
動
力
漁
船
に
よ
る
小
型
い
か
つ
り
漁
業
に
つ
い
て
は
、
現
状
の
漁
獲

努
力
量
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
従
来
の
操
業
規
制
と
同
様
の
規
制
に
基
づ
い
て
操
業
す
る
こ

と
と
し
、
こ
の
結
果
、
漁
獲
実
績
が
前
年
の
漁
獲
実
績
程
度
と
な
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

 
 
な
お
、
上
記
の
漁
業
に
つ
い
て
は
規
則
に
基
づ
き
漁
獲
実
績
の
報
告
を
求
め
る
こ
と
と
す
る
。

第
４
 
第
２
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
ご
と
の
漁
獲
努
力
可
能
量
に
つ
い
て
、
本
県
に
定
め
ら
れ
た
量
に
関
す

る
事
項

平
成
２
４
年
の
第
２
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
ご
と
の
漁
獲
努
力
可
能
量
の
う
ち
本
県
に
定
め
ら
れ
た
量

並
び
に
対
象
と
な
る
採
捕
の
種
類
に
係
る
海
域
及
び
期
間
は
次
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
２
種
特
定

海
洋
生
物
資
源

採
捕
の
種
類

海
域

期
間

漁
獲
努
力
量

（
隻
日
）

さ
め
が
れ
い

小
型
機
船
底
び
き

網
漁
業
（
う
ち
手
繰

第
１
種
漁
業
）

青
森
県
下
北
郡
東
通
村

尻
屋
埼
灯
台
中
心
点
と

北
海
道
函
館
市
恵
山
岬

灯
台
中
心
点
を
結
ん
だ

線
以
東
の
青
森
県
地
先

水
面

平
成
２
４
年
５
月
１
日

か
ら
平
成
２
４
年
６
月

３
０
日
ま
で

３
８
８

（
注
）
小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
と
は
漁
業
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
２
６
７
号
）
第
６
６
条
第
１
項
に
規

定
す
る
小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
を
い
う
。
う
ち
小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
取
締
規
則
（
昭
和
２
７
年

農
林
水
産
省
令
第
６
号
）
第
１
条
第
１
項
第
１
号
に
規
定
す
る
種
類
の
も
の
を
い
う
。

4

第
５
 
第
２
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
ご
と
の
漁
獲
努
力
可
能
量
に
つ
い
て
、
採
捕
の
種
類
別
に
定
め
る
量
に

関
す
る
事
項

平
成
２
４
年
の
第
２
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
ご
と
の
第
２
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
知
事
管
理
努
力
量
並

び
に
対
象
と
な
る
採
捕
の
種
類
に
係
る
海
域
及
び
期
間
は
次
表
の
と
お
り
と
す
る
。

第
２
種
特
定

海
洋
生
物
資
源

採
捕
の
種
類

海
域

期
間

漁
獲
努
力
量

（
隻
日
）

さ
め
が
れ
い

機
船
手
繰
網
漁
業

（
か
け
ま
わ
し
漁

業
）

青
森
県
下
北
郡
東
通
村

尻
屋
埼
灯
台
中
心
点
と

北
海
道
函
館
市
恵
山
岬

灯
台
中
心
点
を
結
ん
だ

線
以
東
の
青
森
県
地
先

水
面

平
成
２
４
年
５
月
１
日

か
ら
平
成
２
４
年
６
月

３
０
日
ま
で

３
８
８

（
注
）
機
船
手
繰
網
漁
業
（
か
け
ま
わ
し
漁
業
）
と
は
青
森
県
海
面
漁
業
調
整
規
則
第
６
条
に
規
定
す
る
種

類
の
も
の
を
い
う
。

第
６
 
第
２
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
知
事
管
理
努
力
量
に
関
し
実
施
す
べ
き
施
策
に
関
す
る
事
項

【
さ
め
が
れ
い
】

太
平
洋
北
部
の
さ
め
が
れ
い
の
資
源
回
復
を
図
る
た
め
に
、「
青
森
県
資
源
管
理
指
針
」
に
基
づ
く
資
源

管
理
措
置
の
着
実
な
実
施
を
推
進
す
る
。

ま
た
、
規
則
に
基
づ
き
漁
獲
努
力
量
の
報
告
を
求
め
る
こ
と
と
す
る
。

第
７
 
そ
の
他
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
重
要
事
項

１
 
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
を
よ
り
一
層
推
進
す
る
た
め
に
、
よ
り
詳
細
か
つ
正
確
な
資
源
状

況
の
把
握
が
必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
漁
獲
情
報
を
的
確
に
把
握
す
る
と
と
も
に
、
資
源
に
関
す
る
調

査
・
研
究
の
充
実
強
化
を
更
に
進
め
る
こ
と
と
す
る
。

２
 
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
を
推
進
す
る
た
め
、
小
型
魚
や
産
卵
親
魚
の
保
護
等
に
向
け
た
取

り
組
み
を
進
め
る
と
と
も
に
、
生
息
環
境
の
保
全
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。
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出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任

土
地
改
良
法

(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
奥

入
瀬
川
東
部
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七

項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
六
日

上
北
地
域
県
民
局
長

五
十
嵐

昭

彦

土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
認
可
申
請
の
適
当
の
決
定

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
奥
入
瀬
川
南
岸
土
地
改
良
区
に
係
る
土
地
改
良
事
業
計
画
の

変
更
認
可
の
申
請
を
適
当
と
決
定
し
た
の
で
、
同
法
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
六
日

上
北
地
域
県
民
局
長

五
十
嵐

昭

彦

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
一
月
三
十
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

十
和
田
市
役
所

八
戸
市
庁

六
戸
町
役
場

お
い
ら
せ
町
役
場

五
戸
町
役
場

土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
認
可
申
請
の
適
当
の
決
定

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
藤
島
川
土
地
改
良
区
に
係
る
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
認

可
の
申
請
を
適
当
と
決
定
し
た
の
で
、
同
法
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
条

第
六
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
六
日

上
北
地
域
県
民
局
長

五
十
嵐

昭

彦

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
一
月
三
十
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

十
和
田
市
役
所

教

育

委

員

会

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

(

平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号)

第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、

同
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
六
日

青
森
県
立
図
書
館
長

金

子

睦

男

一

特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

青 森 県 報�����	�
��� 
� 第3481号�

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

退
任
の
年
月
日

理

事

川
口

博
美

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
後
田
二
五
の
二

平
成
��

･

��･

�

� �
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青
森
県
立
図
書
館
情
報
シ
ス
テ
ム
機
器
等
に
係
る
環
境
構
築
業
務

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
立
図
書
館

青
森
市
大
字
荒
川
字
藤
戸
一
一
九
の
七

三

契
約
の
方
法

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
五
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

日
立
キ
ャ
ピ
タ
ル
株
式
会
社

東
京
都
港
区
西
新
橋
二
丁
目
一
五
の
一
二

六

契
約
金
額

二
千
六
百
九
十
六
万
四
千
円

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
十
条
第
一
項

第
一
号
の
規
定
を
適
用
し
た
も
の
で
あ
る
。

八

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

予
定
価
格
の
範
囲
内
の
価
格
に
よ
る
見
積
り
で
あ
っ
た
の
で
、
契
約
の
相
手
方
と
し
た
も
の
で

あ
る
。特

定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

(

平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号)

第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、

同
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
六
日

青
森
県
立
図
書
館
長

金

子

睦

男

一

特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

青
森
県
立
図
書
館
情
報
シ
ス
テ
ム
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
賃
貸
借

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
立
図
書
館

青
森
市
大
字
荒
川
字
藤
戸
一
一
九
の
七

三

契
約
の
方
法

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
五
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

日
立
キ
ャ
ピ
タ
ル
株
式
会
社

東
京
都
港
区
西
新
橋
二
丁
目
一
五
の
一
二

六

契
約
金
額

九
百
六
十
万
六
千
二
百
四
十
円

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
十
条
第
一
項

第
一
号
の
規
定
を
適
用
し
た
も
の
で
あ
る
。

八

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

予
定
価
格
の
範
囲
内
の
価
格
に
よ
る
見
積
り
で
あ
っ
た
の
で
、
契
約
の
相
手
方
と
し
た
も
の
で

あ
る
。

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
六
号

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
日
現
在
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
及

び
三
分
の
一
の
数

(

そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
超
え
る
数
に
六
分
の

一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数)

を
、
地
方

自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
七
十
四
条
第
五
項
並
び
に
こ
れ
を
準
用
す
る
同
法

第
七
十
五
条
第
五
項
、
第
七
十
六
条
第
四
項
、
第
八
十
条
第
四
項
、
第
八
十
一
条
第
二
項
及
び
第
八

十
六
条
第
四
項

(

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六

十
二
号)

第
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示

す
る
。平

成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
六
日
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青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

一

県
議
会
議
員
及
び
県
知
事
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数

二
三
、
〇
七
〇

人

二

県
議
会
議
員
及
び
県
知
事
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数

(

そ
の
総
数
が
四

十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に

三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数)

二
五
八
、
九
一
六

人

三

県
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数

(

そ
の
総
数
が
四

十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に

三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数)

東
津
軽
郡
選
挙
区

七
、
八
四
五

人

西
津
軽
郡
選
挙
区

六
、
二
八
七

人

南
津
軽
郡
選
挙
区

六
、
七
八
六

人

北
津
軽
郡
選
挙
区

八
、
二
七
〇

人

上
北
郡
選
挙
区

二
八
、
六
七
五

人

三
戸
郡
選
挙
区

二
一
、
三
二
九

人

青
森
市
選
挙
区

八
三
、
四
二
五

人

弘
前
市
選
挙
区

五
〇
、
九
四
〇

人

八
戸
市
選
挙
区

六
五
、
五
六
七

人

正

誤

黒
石
市
選
挙
区

一
〇
、
〇
九
八

人

五
所
川
原
市
選
挙
区

二
〇
、
五
一
六

人

十
和
田
市
選
挙
区

一
七
、
九
六
三

人

三
沢
市
選
挙
区

一
一
、
一
三
八

人

む
つ
市
選
挙
区

二
二
、
六
六
五

人

つ
が
る
市
選
挙
区

一
〇
、
三
二
八

人

平
川
市
選
挙
区

一
二
、
六
六
九

人

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
七
号

平
成
二
十
三
年
十
二
月
五
日
現
在
に
お
け
る
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員
の
選
挙
権
を
有
す
る
者

の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
を
漁
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号)

第
九
十
九
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
六
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

一

東
部
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数

四
、
二
四
八

人

二

西
部
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数

二
、
七
二
一

人

健
康
福
祉
政
策
課

青 森 県 報�����	�
��� 
� 第3481号�� �

平
成
��

･

��･

��

第
三
四
六
五
号

発
行
年
月
日

発
行
番
号

告

示

区

分

第
八
六
四
号

番

号

�

ペ
ー
ジ

下 段

表
中 行

誤

正

株
式
会
社
ス

ラ
イ
ヴ

黒
石
市
大
字
境

松
字
村
井
一
五

一
の
一

黒
石
市
大
字
黒

石
字
十
三
森
一

八
四
の
二
九

訪
問
看
護
す
ず

ら
ん

黒
石
市
大
字
境

松
字
村
井
一
五

一
の
一

黒
石
市
大
字
黒

石
字
十
三
森
一

八
四
の
二
九

株
式
会
社
ス

ラ
イ
ヴ

黒
石
市
大
字
黒

石
字
十
三
森
一

八
四
の
二
九

訪
問
看
護
す
ず

ら
ん

黒
石
市
大
字
境

松
字
村
井
一
五

一
の
一

黒
石
市
大
字
黒

石
字
十
三
森
一

八
四
の
二
九
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(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


